
              

  障害福祉サービス利用料金表 

                                                 （令和 ６年 ４月改定分） 

① 基本サービス単位数表 日中時間帯（午前８時～午後６時までの間） 

・下記表の利用料（サービスに要した費用）は、本事業所の所在地（３級地）の

１単位単価（10.90 円）で算定しています。また、利用者負担額は利用料の１割

相当額を記載しています。（１円未満の端数は、端数金額を切り捨てて算定してい

ます。） 

＜居宅介護＞ 

身体介護中心型 

通院介助（身体介護有） 

単位数（単位） 利用者負担額

(円) 

３０分未満       ２５６   ２７９ 

３０分以上１時間未満       ４０４   ４４０ 

１時間以上１時間３０分未満       ５８７   ６３９ 

１時間３０分以上２時間未満 ６６９   ７２９ 

２時間以上２時間３０分未満 ７５４   ８２１ 

２時間３０分以上３時間未満 ８３７   ９１２ 

３時間以上 ９２１に３０分増すごとに＋８３ １００３＋９０ 

家事援助中心型   

３０分未満 １０６ １１５ 

３０分以上４５分未満 １５３ １６６ 

４５分以上１時間未満 １９７ ２１４ 

１時間以上１時間１５分未満 ２３９ ２６０ 

１時間１５分以上１時間３０

分未満 

２７５ ２９９ 

１時間３０分以上 ３１１に１５分増すごとに＋３５ ３３８＋３８ 

通院等介助（身体介護無）   

３０分未満 １０６ １１５ 

３０分以上１時間未満 １９７ ２１４ 

１時間以上１時間３０分未満 ２７5 ２９９ 

１時間３０分以上 ３４５に３０分増すごとに＋６９ ３７６＋７５ 

 

＜重度訪問介護＞ 

 単位数（単位）  利用者負担額

(円) 

１時間未満 １８６ ２０２ 

１時間以上１時間３０分未満 ２７７ ３０１ 

１時間３０分以上２時間未満 ３６９ ４０２ 

２時間以上２時間３０分未満 ４６１ ５０２ 



２時間３０分以上３時間未満 ５５３ ６０２ 

３時間以上３時間３０分未満 ６４４ ７０１ 

３時間３０分以上４時間未満 ７３６ ８０２ 

４時間以上８時間未満 ８２１に３０分増すごとに＋８５ ８９４＋９２ 

８時間以上１２時間未満 １５０５に３０分増すごとに＋８５ １６４０＋９２ 

１２時間以上１６時間未満 ２１８４に３０分増すごとに＋８１ ２３８０＋８８ 

１６時間以上２０時間未満 ２８３４に３０分増すごとに＋８６ ３０８９＋９３ 

２０時間以上２４時間未満 ３５２０に３０分増すごとに＋８０ ３８３６＋８７ 

・２人の従業者により居宅介護を行う場合は、２人分の利用料金を頂きます。ただ

し、２人の従業者について区市町村が認める場合（①身体的理由②暴力行為等③そ

の他利用者の状況から①、②に準ずると認められる場合のいずれかに該当する場合）

で、利用者から同意を得ている場合になります。           

② 加算単位数 下記に該当する場合は、①の基本単位数に加算を算定します。 

○夜間早朝時間帯加算  

夜間（１８時～２２時）、早朝（６時～８時）の場合①の単位の２５％増 

○深夜時間帯加算 ２２時～６時の場合は、①の単位の５０％増 

○移動介護緊急時支援加算  240 単位／日 

○初回加算 ２００単位／月 

新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサー

ビス提供責任者がサービスを提供した場合、又は従業者のサービスに同行した

場合に算定します。       

○利用者負担上限額管理加算 １５０単位／月 

利用者の負担額合計額の管理を行った場合に算定します。 

○福祉専門職等連携加算（居宅介護のみ）90 日の間、3 回を限度   

５６４単位／回 

○移動介護緊急時支援加算（重度訪問介護のみ）  ２４０単位/日 

○行動障害支援連携加算（重度訪問介護のみ）30 日の間、1回を限度 

  ５８４単位／回 

〇入院時支援連携加算（重度訪問介護のみ）入院前に 1 回を限度 ３００単位/回 

○重度障害者に対する加算（重度訪問介護のみ） 基本単位の１００分の１５ 

○障害支給区分６に対する加算（重度訪問介護のみ）基本単位の１００分の８．５      

○福祉・介護職員処遇改善加算 （令和 6年５月まで） 

居宅介護（基本単位＋加算単位）の１０００分の２７４単位／月 

重度訪問介護（基本単位＋加算単位）の１０００分の２００単位／月 

○福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（令和 6 年５月まで） 

（基本単位＋加算単位）の１００0分の 45 単位／月 

 



○福祉・介護職員処遇改善加算 （令和 6年６月から） 

居宅介護（基本単位＋加算単位）の１０００分の３４７単位／月 

重度訪問介護（基本単位＋加算単位）の１０００分の２７３単位／月 

 

 ※事業者が利用者に代わり市町村から受領した介護給付費の額については、利用者に

通知します。 


